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課長補佐（スマート窓口に係る
企画調整）
・スポーツ市民局住民課課長補
佐(スマート窓口の導入調整)を
兼務
・中村区企画経理課課長補佐
(スマート窓口に係る業務改革)
を兼務
・中村区市民課課長補佐(ス
マート窓口の導入調整)を兼務

課長補佐（スマート窓口に係る
業務改革）
・スポーツ市民局住民課課長補
佐(スマート窓口の導入調整)を
兼務
・緑区企画経理課課長補佐(ス
マート窓口に係る業務改革)を
兼務
・緑区市民課課長補佐(スマー
ト窓口の導入調整)を兼務
・徳重支所区民生活課(スマー
ト窓口の導入調整)を兼務

課長補佐（区役所の庁舎営繕
等）②
住宅都市局営繕課課長補佐(区
役所整備に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（中村区役所等複合庁
舎地下連絡通路の整備）

課長補佐（区役所改革）

課長補佐（区役所整備等に係る
企画調整）

課長補佐（スマート窓口に係る
企画調整）
・スポーツ市民局住民課課長補
佐(スマート窓口の導入調整)を
兼務
・東区企画経理課課長補佐(ス
マート窓口に係る業務改革)を
兼務
・東区市民課課長補佐(スマー
ト窓口の導入調整)を兼務

地域振興部
部長

区政課
課長

課長補佐（区政の管理）

課長補佐（庶務）

課長補佐（企画経理）

課長補佐（企画調整）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

スポーツ市民局
局長

229 総務課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・財政局財政部担当課長(資産
経営の推進)を兼務
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担当課長（地域コミュニティの
あり方検討）

担当課長（多文化共生の推進）
総務局担当課長（多文化共生の
推進に係る企画調整）を兼務

担当課長（空家等対策の推進に
係る企画調整等）
環境局事業部担当課長(住居の
不良堆積物対策の推進)を兼務

住民課
課長

課長補佐（戸籍・住民記録）

課長補佐（町名表示）

課長補佐（スマート窓口の導入
調整）<兼>③

課長補佐（多文化共生の推進）
総務局課長補佐（多文化共生の
推進に係る企画調整）を兼務

課長補佐（空家等対策の推進に
係る企画調整）

課長補佐（コミュニティセン
ターの改修）

課長補佐（地域振興）

課長補佐（地域コミュニティ）

課長補佐（地域コミュニティの
あり方検討）②

担当課長（区役所の庁舎営繕
等）
住宅都市局営繕部担当課長(区
役所整備に係る連絡調整)を兼
務

担当課長（区役所庁舎関連施設
整備等）
住宅都市局営繕部担当課長(区
役所整備に係る連絡調整)を兼
務

地域振興課
課長

課長補佐（システム）

課長補佐（住民基本台帳事務に
係るＤＸ推進）

課長補佐（個人番号カード交付
等に係る調整）②
各区市民課・支所区民生活課課
長補佐(個人番号カード交付に
係る調整)を兼務
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※社会福祉法第２条第
３項第11号に規定する
隣保事業

担当課長（新たな人権施策に係
る企画調整）

西文化センター

中文化センター

広聴課
課長

課長補佐（広聴統括）

課長補佐（広聴）

担当課長（安心・安全で快適な
まちづくりの推進）
<兼>⑦<併>②

担当課長（生活安全対策に係る
連絡調整）<併>

担当課長（交通安全対策に係る
連絡調整）<併>

課長補佐（客引き行為等対策の
推進)

課長補佐（生活安全推進）

課長補佐（交通安全推進）

館長補佐（事業）

市民生活部
部長

地域安全推進課
課長

課長補佐（地域安全推進）

所長補佐（事業）

所長補佐（研修・相談）

文化センター(2)※
館長

担当課長（部落差別の解消等）

なごや人権啓発センター
所長

人権施策推進課
課長<事取>

課長補佐（人権企画）

課長補佐（調整）

課長補佐（新たな人権擁護
体制の整備等）

人権施策推進部
部長
スポーツ市民局
人権施策推進部
人権施策推進課
長を事務取扱

市民活動推進センター
所長

所長補佐（市民活動）

所長補佐（市民活動に係る協働
推進等）
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課長補佐（瑞穂公園整備推進）②

課長補佐（スポーツ施設の活用）

担当課長（スポーツ医・科学等
に係る企画調整）

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る施設整備等）②

担当課長（瑞穂公園陸上競技場
の改築）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進部担当課長(瑞穂公園
陸上競技場の改築に係る連絡調
整)を兼務

課長補佐（スポーツ施設の管理
等合理化）

課長補佐（瑞穂公園陸上競技場
の改築）②

スポーツ施設課
課長
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進部担当課長(競技会場
に係る連絡調整)を兼務

課長補佐（スポーツ施設）

課長補佐（障害者スポーツ）
健康福祉局障害企画課課長補佐
(障害者スポーツに係る調整)を
兼務

課長補佐（新たな障害者スポー
ツセンターの整備等）

課長補佐（スポーツ医・科学等
に係る企画調整）

課長補佐（男女平等参画推進）②

課長補佐（相談）

スポーツ推進部
部長

スポーツ振興課
課長

課長補佐（スポーツ振興）

課長補佐（消費者教育・啓発）

課長補佐（相談）

男女平等参画推進課
課長

課長補佐（個人情報保護）

消費生活課
課長

課長補佐（消費生活）

市政情報課
課長

課長補佐（市政情報）

課長補佐（情報公開）
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10

担当課長（アジア・アジアパラ
競技大会によるスポーツ機運醸
成）

担当課長（アジア・アジアパラ
競技大会に係るスポーツ施策の
調整）<兼>

担当課長（アジア・アジアパラ
競技大会に係る施設整備等）

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会によるスポーツ機運醸
成）

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会等に係る特命事項の処
理）

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係るスポーツ施策の
調整）<兼>②

スポーツ戦略課
課長

課長補佐（スポーツ戦略）

課長補佐（スポーツプロモー
ションの推進）
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